
内閣官房領土・主権対策企画調整室では、竹島問題及び尖閣諸島を巡る情勢について、国民世論の
啓発、国際社会に向けた発信等を行っています。その一環として、今般、竹島問題及び尖閣諸島を
巡る情勢に関する資料等を展示する「領土・主権展示館」を開館します。

〔名称〕 領土・主権展示館
NATIONAL MUSEAM OF TERRITORY  AND  SOVEREIGNTY

〔場所〕 市政会館 地下１階（東京都千代田区日比谷公園1-3）

〔面積〕 約１００㎡

〔開館時間〕 午前１０時から午後６時まで

〔休館日〕 土日祝日、年末年始
（１２月２９日から１月３日）

〔入館料〕 無料

〔問合せ先〕 ０３－６２５７－３７１５（領土・主権展示館 直通）

※一般公開
平成３０年１月２５日 午後１時より

領土・主権展示館の開館について

市政会館全景

館内イメージ



領土・主権展示館（竹島①）

竹島編入に関する閣議決定文書
（１９０５（明治３８）年１月２８日）

内務大臣が請議した無人島を竹島と名付けて島根県隠岐島
司の所管とすることを閣議決定した文書。

【国立公文書館所蔵】

ラスク国務次官補による梁裕燦駐米韓国
大使宛ての書簡（ラスク書簡）

サンフランシスコ平和条約の起草時、韓国はアメリカに対し、
書簡で日本が放棄すべき地域に竹島を加えるようアメリカに要
請したが、アメリカは１９５１年８月、ラスク極東担当国務次
官補から梁大使宛ての書簡をもって、韓国の主張を明確に否定
した。
【国立国会図書館所蔵（原本所蔵：アメリカ国立公文書館）】

サンフランシスコ平和条約
日本が放棄すべき地域に「済州島、巨文島、鬱陵島を含む
朝鮮」が規定されたが、竹島は日本が放棄すべきすべき地
域に含まれていない。 【外交史料館所蔵】



領土・主権展示館（竹島②）

独島問題概論
韓国外交部が作成した「独島問
題概論（１９５５年）」第一節
「六鬱陵島開拓と独島」にお
いて、竹島について鬱陵島の行
政区画に編入されたことが明示
された公的記録が無い」旨明確
に述べている。
【日本貿易振興機構アジア経済
研究所図書館所蔵】

八幡伊三郎日誌
昭和十二年十一月一日から
昭和十三年末迄
島根県隠岐の島町久見地区の八幡
伊三郎による手書きの日誌。
竹島（「ランコ」）への出漁記録
などが記されている。

【隠岐の島町役場所蔵】

地元（隠岐の島町）資料



沖縄返還協定に規定された返還範囲

領土・主権展示館（尖閣諸島①）

尖閣諸島編入に関する
閣議決定文書

（１８９５（明治２８）年
１月１４日）

尖閣諸島を沖縄県の所轄とすること
を許可する閣議決定文書。

【国立公文書館所蔵】

沖縄返還協定 合意された議事録
１９７２（昭和４７）年、沖縄返還協定により地図上の直線で囲
まれた区域内の全ての島が返還された。この対象区域に尖閣諸島
も含まれている。 【国立公文書館所蔵】

中華民国感謝状
（尖閣列島遭難漁民救助）
１９１９（大正８）年、尖閣諸島の魚
釣島近海で中国福建省の漁民が遭難し
た際に日本人によって救助されたこと
を受けて、１９２０年に中華民国駐長
崎領事から救助した日本人に感謝状が
贈られた。
その感謝状には、遭難した福建省の漁
民が漂着した場所は「日本帝国沖縄県
八重山郡尖閣列島」であると明記され
ている。 【石垣市史編集室所蔵】

地元（石垣市）資料



領土・主権展示館（尖閣諸島②）

人民日報記事「琉球諸島における人々の
米国占領反対の戦い」
（１９５３（昭和２８）年１月８日付け）
琉球諸島は尖閣諸島を含む７組の島嶼からなる旨の記載がある。

【外務省ホームページより】

尖閣諸島付近の海図

大清一統志
中国（清）で編纂された官製地誌（１７４４年作成）。「大清一統志」の福建全
図及び台湾府図では、清の領域としては台湾の西半分までしか描かれておらず、
また、台湾の北限は雞籠（現在の基隆）であると明示されている。
尖閣諸島は基隆から北東方向にはるかに離れている（なお、明の時代に作成され
た「大明一統志」には、台湾が含まれていない）。 【国立公文書館所蔵】

海上保安庁巡視船と中国公船 平成２８年８月撮影
【海上保安庁提供】


